
資料６

報告対象事業の説明資料



令和４年１２月

国土交通省 中国地方整備局

「再評価」

千代川直轄河川改修事業

高津川直轄河川改修事業

吉井川直轄河川改修事業

佐波川直轄河川改修事業

高梁川直轄河川改修事業
（小田川合流点付替え）

「事後評価」

矢口川総合内水緊急対策事業

千代川総合水系環境整備事業

斐伊川総合水系環境整備事業

高梁川総合水系環境整備事業

芦田川総合水系環境整備事業

太田川総合水系環境整備事業

小瀬川総合水系環境整備事業

佐波川総合水系環境整備事業
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再評価並びに完了後の事後評価の実施スケジュールについて

＜国土交通省所管公共事業の再評価実施要領＞（抜粋）
第６ 事業評価監視委員会
６ 河川整備計画の点検の手続きによる場合の取扱
河川事業、ダム事業については、河川整備計画策

定後、計画内容の点検のために学識経験者等から構
成される委員会等が設置される場合は、事業評価監
視委員会に代えて当該委員会で審議を行うものとす
る。

＜河川及びダム事業の再評価実施要領細目＞（抜粋）
第６ 事業評価監視委員会

実施要領第４の１（４）又は第６の６の規程に基
づいて審議が行われた場合には、その結果を事業評価
監視委員会にて報告するものとする。

各流域懇談会にて審議

各県知事意見聴取等

事業評価監視委員会に報告

資料作成 等

＜国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領＞
（抜粋）

第６ 事業評価監視委員会
5 河川整備計画の点検の手続きによる場合の取扱
河川事業、及び「ダム等の管理に係るフォローアッ

プ制度」の対象とならないダム事業については、河川整
備計画策定後、計画内容の点検のために学識経験者等か
ら構成される委員会等が設置される場合は、事業評価監
視委員会に代えて当該委員会で審議を行うものとする。

＜河川及びダム事業の完了後の事後評価実施要領細目＞
（抜粋）

第６ 事業評価監視委員会
実施要領第６の５の規程に基づいて審議が行われた

場合には、その結果を事業評価監視委員会にて報告する
ものとする。

○再評価 ○事後評価

※河川事業は、以下の事業を除く全ての事業を
対象としている。
1)河川工作物関連応急対策事業
2)直轄河川維持修繕事業及び直轄堰堤維持事
業等維持・修繕に係る事業
3)河川激甚災害対策特別緊急事業等の災害に
係る事業
4)災害復旧に係る事業
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報告対象河川事業位置図
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広島県
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島根県
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宍道湖
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広島市

山口市

松江市 鳥取市

岡山市

島地川ダム

弥栄ダム

温井ダム
土師ダム

八田原ダム

灰塚ダム

芦田川河口堰

坂根堰

菅沢ダム

高瀬堰

兵庫県

苫田ダム

殿ダム

岩国港

尾道糸崎港広島港

福山港

宇野港

鳥取港

三田尻中関港

西郷港

小野田港

宇部港

下関港

徳山下松港

呉港

水島港

境港

岡山港

浜田港

三隅港

たかはし

高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）

湯原ダム

旭川ダム

尾原ダム志津見ダム

せんだい

千代川直轄河川改修事業

よしい

吉井川直轄河川改修事業

さ ば

佐波川直轄河川改修事業

やぐち

矢口川総合内水緊急対策事業

たかつ

高津川直轄河川改修事業

さ ば

佐波川総合水系環境整備事業

せんだい

千代川総合水系環境整備事業

たかはし

高梁川総合水系環境整備事業

あしだ

芦田川総合水系環境整備事業

おおた

太田川総合水系環境整備事業

おぜ

小瀬川総合水系環境整備事業

ひい

斐伊川総合水系環境整備事業

：河川改修事業

：環境整備事業
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報告対象河川事業位置図（河川改修事業関係）
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高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）

湯原ダム

旭川ダム

尾原ダム志津見ダム

せんだい

千代川直轄河川改修事業

よしい

吉井川直轄河川改修事業

さ ば

佐波川直轄河川改修事業

やぐち

矢口川総合内水緊急対策事業

たかつ

高津川直轄河川改修事業

：河川改修事業

：環境整備事業
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報告対象事業一覧表（河川改修事業関係）

事業名 前回評価 実施根拠（実施理由）
全体事業費
（億円）

B/C 対応方針（案）

① 千代川直轄河川改修事業
R2

(再評価)

社会情勢の急激な変化、技術革新等に
より再評価の実施の必要が生じた事業
(河川整備計画の変更)

約153 7.1 整備計画変更
R4.12.12策定

② 高津川直轄河川改修事業
H29

(再評価)

再評価実施後一定期間が経過している
事業
（再評価実施後５年経過）

約100 1.8 継続

③ 吉井川直轄河川改修事業
H29

(再評価)

再評価実施後一定期間が経過している
事業
（再評価実施後５年経過）

約229 8.9 継続

④ 佐波川直轄河川改修事業
H29

(再評価)

再評価実施後一定期間が経過している
事業
（再評価実施後５年経過）

約183 13.6 継続

⑤
高梁川直轄河川改修事業

（小田川合流点付替え）
H30

(再評価)

社会情勢の急激な変化、技術革新等に
より再評価の実施の必要が生じた事業
（事業費増）

約474 6.6 継続

事業名 前回評価 実施根拠（実施理由）
全体事業費
（億円）

B/C 対応方針（案）

⑥ 矢口川総合内水緊急対策事業
H27

(再評価)
事業完了後一定期間（5年以内）が経過
した事業

約36 1.2 －

河川改修事業 再評価 ５件

河川改修事業 事後評価 １件
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➀千代川流域の概要

計画高水流量配分図
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■千代川の下流域には、鳥取駅や県庁のほか主要産業の電子部品や製紙工場などが立地し、鳥取市の中心市街地が形成されるなど、流域
内の人口・資産が集中している。

■千代川の下流域は、山地に取り囲まれた低平地であるため、水害を受けやすいことが特徴である。

洪水浸水想定区域（計画規模）

凡例

流域界
県境
市町界
基準地点
ダム
源流部
国管理区間

■ ：基準地点

● ：主要な地点

単位 ：m3/s

流域面積 : 1,190km2

幹川流路延長 : 52km
流域内人口 : 約20万人
想定氾濫区域面積 : 約108km2

想定氾濫区域内人口 : 約13.9万人
想定氾濫区域内資産額 : 約2.8兆円
主な関係市町 : 鳥取市、智頭町、

八頭町、若桜町
※出典：第10回河川現況調査結果（Ｈ22基準）

鳥取赤十字病院

県立中央病院

電機・電子工場

電機・電子工場

鳥取県東部広域行政管理

組合消防局 ・鳥取消防署

鳥取県庁

鳥取市役所 JR鳥取駅

鳥取地方気象台

鳥取県土整備事務所

鳥取河川国道事務所

電機・電子工場

製紙工場

鳥取県立県民文化会館

計画降雨量：325mm

（2日雨量）

旧鳥取市役所

公共施設

医療施設

主要産業の工場
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➀千代川水系河川整備計画の概要（整備目標・期間・実施内容）

事業箇所（河川整備計画(変更案)(案)：R5～R24）

千代川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更案）（案）

■千代川水系河川整備基本方針 ：平成18年４月策定
■千代川水系河川整備計画 ：平成19年５月策定

■整備期間
・目標を達成する上での事業量等を勘案し、概ね20年間を整備期間として設定

■実施内容
・整備期間内に目標を達成するために必要な事業箇所を選定

■整備目標
・長期的な目標である河川整備基本方針に定めた目標を達成するためには、多大な時間を要
するため、上下流及び本支川の治水安全度バランスを確保しつつ段階的かつ着実に河川整
備を実施し、洪水被害の防止又は軽減を図ることを目標とする。
・千代川においては、戦後最大洪水である昭和54年10月洪水（超過確率で1/40程度）に対し、
洪水氾濫による浸水被害の防止に向けた整備が概ね完了したことから、次の段階の整備目
標として年超過確率で1/50規模を目標とし、基準地点行徳において5,100m3/sを目標とし、こ
のうち、河道に配分する流量は4,900m3/sとし、既設の殿ダムで200m3/s調節することで、洪水
氾濫による浸水被害の防止を図る。この整備により、目標を超える洪水に対しても被害軽減
に寄与する。なお、気候変動の影響により降雨量が1.1倍（2℃上昇の場合）も増加するという
試算もあり、本計画の整備により、現行整備計画の目標である昭和54年10月洪水の降雨量
が1.1倍程度に増大した場合でも、洪水氾濫による浸水被害の防止が図れる。
・中流部、上流部においても昭和54年10月洪水の降雨量が1.1倍程度に増大した場合でも洪水
氾濫による浸水被害の防止が図られるよう、主要地点である袋河原地点で4,000m3/s、用瀬
地点で1,900m3/sを目標流量とする。
・支川(袋川、新袋川・袋川、八東川)では、本・支川バランスや将来の気候変動の影響による降
雨量の増大等を踏まえ、目標流量(袋川下流地点：170m3/s、新袋川・袋川宮ノ下地点：
400m3/s、八東川片山地点：1,800m3/s)に対し、洪水氾濫による浸水被害の防止を図る。

堤防の質的整備

堤防等管理区間

①低水路掘削

②低水路掘削

秋里潮止堰改築

③低水路掘削

左右岸高水敷掘削

古海揚水堰改築

④左右岸高水敷掘削

中州掘削

⑤左右岸高水敷掘削

中州掘削

徳吉堰改築

山手堰改築

⑥左岸高水敷掘削

中州掘削

⑨右岸高水敷掘削

⑩低水路掘削

左右岸高水敷掘削

⑪低水路掘削

左岸高水敷掘削

①築堤

中
流
部

上
流
部

下
流
部

⑦右岸低水路掘削

⑧左右岸低水路掘削

下井出頭首工改築

袋川

新袋川・袋川

八東川

千代川
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➀千代川直轄河川改修事業 対応方針（原案）

※整備計画変更に伴う事業評価のため、全体事業は残事業と同じ位置付けとなっている。
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➀千代川の今後を考える学識懇談会について

第７回 千代川の今後を考える学識懇談会

日時：令和４年８月４日（木） 10:00～12:00
場所：国土交通省中国地方整備局

鳥取河川国道事務所1 階会議室（WEB 会議）

○議事次第

１．開会

２．議事

２．１ 千代川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更案）（案）につ
いて

（１）千代川水系河川整備計画変更にむけたスケジュール

（２）第６回会議でのご意見と対応

（３）変更原案に対する関係住民からのご意見と対応

（４）千代川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更案）（案）

２．２ 千代川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更案）（案）に関
する事業再評価について

３．閉会 開催状況

○主な意見
・千代川水系河川整備計画変更の手続きを進めることについて異存なし。
・気候変動からの想定による整備計画の変更となるため、その点をもう少し記載した方が良い。
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➁高津川流域の概要

流域面積(集水面積) ：１,０９０km2

幹川流路延長 ：８１ km

流域内人口 ：約３万２千人

想定氾濫区域面積 ：３９km2

想定氾濫区域内人口 ：約２万１千人

想定氾濫区域内資産額 ：約５，０００億円
流域内市町 ：益田市、津和野町、吉賀町

流域及び氾濫域の諸元 流域図

■高津川は島根県西部に位置し、下流部には石西地域の中心都市である益田市街地があり、人口・資産が集中している。

■萩・石見空港、石見臨空ファクトリーパーク、益田地区国営農地開発事業を基盤とした工業・農業等の振興が期待されている。

■流域の地形は、全体的に平地に乏しく、急峻な山地となっており、河道は穿入蛇行しながら谷底を流れ、最下流部で横田盆地・益田平野等の沖
積平野が広がる。

せんにゅう

出典：第10回河川現況調査（H22年基準）

河川延長km →
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よしか

河床勾配

石見臨空
ファクトリーパーク

萩・石見空港

益田地区国営
農地開発地

岡山県
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島根県

広島県

山口県

高津川流域

日 本 海

瀬 戸 内 海

Ｎ

【主要自治体（益田市）指標】
○人 口 ：0.94倍
（45,003人/47,718人）〈R2数値 /H27数値〉

○世帯数 ：0.99倍
（18,870世帯/19,037世帯）〈 〃 〉

○事業所 ：0.95倍
（22,426事業所/23,555事業所 ）
〈H26数値 /H21数値〉

○耕地面積：0.97倍
（2,140ha/2,200ha）〈R2数値/H28数値〉

平成28年11月撮影

益田道路

平成28年11月撮影

平成28年11月撮影平成19年12月撮影

高津川

令和4年9月撮影

土地区画整理事業により世帯数が増加

事業に関わる地域の人口、資産等の変化

浸水想定区域図（計画規模）
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➁高津川水系河川整備計画の概要（整備目標・期間・実施内容）

■整備目標
高津川の国管理区間においては、流域に壊滅的被害をもたらした

既往第2位の昭和18年9月洪水と同規模の洪水を安全に流下させる。
さらに、高津川本川と、改修済みの益田川に挟まれた都市の中枢機
能を擁している益田市街地の区間は、計画高水流量4,900m3/s(高角
地点)に相当する洪水を安全に流下させる。

■整備期間
目標を達成する上での事業量等を勘案し、概ね30年間を整備期間

として設定。

■事業箇所
整備期間内に目標を達成するために必要な事業箇所を選定。

高津川水系河川整備計画

■高津川水系河川整備基本方針：平成18年2月策定
■高津川水系河川整備計画 ：平成20年7月策定

流量配分図 計画降雨量 353mm/2日

　　計画高水流量規模     既往第２位（S18.9） 1,900

4,900 3,500 4,300 2,700

1,200 1,100

520
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■：基準地点
●：主要な地点
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川
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上
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日
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海

飯田●

3,300

　　　3.3k
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わ
は
せ
ん

し
ら
か
み
が
わ

すみむら

いいだ

うちだ
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②高津川直轄河川改修事業 対応方針（原案）
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○主な意見

・高津川直轄河川改修事業の事業継続は妥当である。

・今後の事業進捗に伴う浸水家屋数の減少数が整理されているが、このように浸水家屋数が確実に減ると住民
に喜ばれることなので、事業を着実に進めて欲しい。

➁高津川河川整備アドバイザー会議について

第３回 高津川河川整備アドバイザー会議

日時：令和４年１１月１日（火） 13:15～15:15

場所：益田市立水防センター

○議事次第

１．開 会

２．事務所長挨拶

３．委員紹介

４．議 事

１）規約（改正案）について

２）高津川水系河川整備計画の進捗状況報告について

３）高津川直轄河川改修事業の事業再評価について

５．閉会

開催状況
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恩原ダム

津川ダム

苫田ダム(国)

八塔寺川ダム

吉井川

鴨越堰

新田原井堰

三国山
(標高1,252m)

みくにがせん

兵庫県

広島県

島根県
岡山県

鳥取県 吉井川

吉井川水系

日本海

瀬戸内海

山口県

■吉井川は、その源を岡山・鳥取県境の三国山（標高1,252m）に発し、途中、津山盆地を貫流し、吉備高原の谷底平野を南流して、吉野川、金剛川
等の支川を合流し、岡山平野を流下し児島湾に注ぐ、流域面積2,110km2、幹川流路延長133kmの一級河川。

■上流域の年間降水量は2,000mm程度、下流域は1,200mm程度であり、河床勾配は下流部から河口部で1/1,100～1/3,200と緩やか。
■下流部の岡山市（岡山平野）と中流部の津山市（津山盆地）に人口・資産が集中。

流域面積 ：2,110km2

幹川流路延長 ：133km
流域内人口 ：約28万人
想定氾濫区域面積 ：189km2

想定氾濫区域内人口 ：約15万人
想定氾濫区域内資産額 ：約3兆円
主な市町村 ：岡山市、津山市

流域及び氾濫域の諸元 計画高水流量配分図(H21.３吉井川水系河川整備基本方針)

●河口 ■岩戸 ●津山

8,600 8,000 吉井川 2,350

1,100 2,900 1,450

金
剛
川

吉
野
川

加
茂
川

児
島
湾

基本高水の
ピーク流量
11,000m3/s

※河川現況調査（基準年：平成22年）による

吉井川と他河川の縦断勾配の比較

兵庫県

広島県

島根県
岡山県

鳥取県 吉井川

吉井川水系

日本海

瀬戸内海

山口県

流域図

※出典：岡山地方気象台ホームページ

降雨特性

岡山平野のゼロメートル地帯※

※朔望平均満潮位（T.P.2.1m）以下の地区

■：基準地点
●：主要地点

単位：m3/s

基準地点
岩戸（高水）

基準地点
津山（低水）

※出典：「岡山地方気象台 気象年報（H2～R2）」より作成

・ 下流域は瀬戸内海
式気候、
上流域は日本海側
気候

・ 年間降水量は上流
域2,000mm程度
下流域1,200mm程
度

・ 降水量の大部分は
梅雨期と台風期に
集中 1,200mm

1,200mm

1,400mm

1,600mm

1,800mm

2,000mm

2,200mm

1,800mm

1,600mm

1,400mm

津山

岡山

2,000mm

0

5

10

15

20

25

30

0

100

200

300

400

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

気
温
（℃
）

降
水
量
（m
m
）

岡山（降水量） 津山（降水量）

岡山（気温） 津山（気温）

凡例
　　　　：1,200mm未満
　　　　：1,200mm～1,400mm未満
　　　　：1,400mm～1,600mm未満
　　　　：1,600mm～1,800mm未満
　　　　：1,800mm～2,000mm未満
　　　　：2,000mm～2,200mm未満
　　　　：2,200mm～2,400mm未満
　　　　：2,400mm以上

2,400mm

吉井川流域における年間平均降雨量分布(H2～R2)

流域界
県境
国管理区間
ダム
鉄道
高速自動車道
国道

〈･〉

みくにがせん

➂吉井川流域の概要
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1.高潮対策

4.耐震対策
2.耐震対策

5.耐震対策

3.高潮対策

9.築堤

6.築堤

16.築堤
18.築堤

27.堤防補強（浸透対策）

21.堤防補強（浸透対策）

14.築堤

10.堤防補強（浸透対策）

12.堤防補強（浸透対策）

13.堤防補強（浸透対策）

19.河道掘削

23.堤防補強（浸透対策）

25.築堤

7.堤防補強（浸透対策）

8.堤防補強（浸透対策）

22.河道掘削

11.築堤

15.河道掘削

26.河道掘削

20.河道掘削

24.築堤

32k

30k

28k
26k

24k

22k

20k

18k

14k

16k

6k

4k

0k

12k

10k

8k

3k2k

1k

坂根堰

新田原井堰

鴨越堰

0k

2k

岡山市 瀬戸内市

備前市

赤磐市

和気町

17.堤防補強（浸透対策）

高潮堤防区間

1 右 -0k300 ～ 0k200 高潮対策
-0k300 ～ 0k200
1k400 ～ 2k200
-0k700 ～ 0k000
0k500 ～ 1k800

4 左 0k600 ～ 1k800 耐震対策
2k200 ～ 2k400
3k400 ～ 3k800
2k000 ～ 5k600
5k900 ～ 6k100
6k300 ～ 6k700
7k400 ～ 7k700

7 右 5k400 ～ 7k000 堤防補強（浸透対策）
新地 8 左 5k500 ～ 6k900 堤防補強（浸透対策）

9k400 ～ 9k500
9k900 ～ 10k100
10k500 ～ 11k100
11k300 ～ 11k500
8k100 ～ 11k100
11k300 ～ 11k900
12k900 ～ 13k300
14k900 ～ 15k200

12 右 12k300 ～ 13k900 堤防補強（浸透対策）
16k100 ～ 16k300

17k200 ～ 18k900
20k300 ～ 20k900
21k200 ～ 21k300

15 － 21k100 ～ 21k800 河道掘削
16 左 20k600 ～ 20k900 築堤

18k800 ～ 19k000

19k100 ～ 19k200

18 左 21k300 ～ 21k600 築堤
22k100 ～ 22k700
26k700 ～ 27k100

20 － 22k700 ～ 23k000 河道掘削
21 右 23k400 ～ 26k400 堤防補強（浸透対策）
22 － 27k300 ～ 28k100 河道掘削

26k400 ～ 28k600
28k800 ～ 28k900
30k100 ～ 31k400
31k500 ～ 32k000
32k100 ～ 32k500

25 左 28k900 ～ 29k400 築堤
26 － 31k700 ～ 32k000 河道掘削

左 0k000 ～ 1k500
右 0k200 ～ 0k300

西幸西

地区名 Ｎｏ
左右
岸別

距離標 整備内容

西大寺
6 右 築堤

3 左 高潮対策

西大寺 5 右 耐震対策

2 右 耐震対策

万富 14 右 築堤

寺山
11 右 築堤

百枝月
9 右 築堤

金剛川 27 堤防補強（浸透対策）

田原上 24 右 築堤

田原下
23 右 堤防補強（浸透対策）

九蟠

瀬戸

弓削

堤防補強（浸透対策）右10

堤防補強（浸透対策）右13

19 － 河道掘削

20k300

左 堤防補強（浸透対策）17

益原

熊山

千躰

■吉井川水系では平成21年３月６日に河川整備基本方針を策定しており、平成29年12月15日に河川整備計画を策定している。

■整備目標
(1) 洪水対策
・長期的な治水目標である吉井川水系河川整備基本方針で定めた目標を達成するために
は、多大な時間を要するため、上下流バランスを確保しつつ、段階的な整備により洪水等
による浸水被害の発生の防止又は軽減を図る。

・吉井川の国管理区間においては、戦後最大規模の洪水である平成10年10月洪水（基準
地点岩戸で7,050 m3/s）等、戦後の大規模洪水が再び発生した場合でも、本計画に定め
る河道整備を実施することで洪水を安全に流下させ、浸水被害を防止することが可能とな
る。また、 金剛川の国管理区間においては、戦後第３位の洪水である昭和51年９月洪水（
尺所で890 m3/s）が再び発生した場合でも、洪水を安全に流下させ、浸水被害を防止する
ことが可能となる。

(2) 雨水出水（内水）対策
・家屋の床上浸水の発生等、雨水出水（内水）氾濫による浸水被害が著しい箇所において
は、関係機関と調整のうえ、必要に応じて排水機場の整備等、雨水出水（内水）被害の軽
減を図る。

(3) 高潮対策
・本計画に定める高潮対策を実施することで、既往最高潮位を記録した平成16年８月の台
風16号による高潮が再び発生しても、浸水被害を防止することが可能となる。
(4) 地震・津波対策
・本計画に定める耐震対策を実施することで、南海トラフ巨大地震等の現在から将来にわた
って考えられる最大級の強さを持つ地震動に対して、河川管理施設としての必要な機能を
確保することができる。また、施設計画上の津波高に対し、河川からの浸水を防止するこ
とが可能となる。

■整備期間
目標を達成する上での事業量等を勘案し、概ね30年間を整備期間として設定

■実施内容
整備期間内に目標を達成するために必要な事業箇所を選定

吉井川水系河川整備計画【国管理区間】（平成29年12月） 事業箇所（河川整備計画の対象期間：H30～R29）

➂吉井川水系河川整備計画の概要（整備目標・期間・実施内容）
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③吉井川直轄河川改修事業 対応方針（原案）

-16-



➂明日の吉井川を語る会について

第７回 明日の吉井川を語る会

日時：令和４年９月２６日（月） 13:30～15:30

場所：国土交通省 中国地方整備局

岡山河川事務所２階会議室（WEB 会議と併用）

開催状況
○主な意見

・吉井川直轄河川改修事業の事業継続は妥当である。

・一層のコスト縮減を図るとともに、環境にも十分配慮しながら、早期完成に努めていただきたい。

○議事次第

１．開 会

２．議 事

（１）明日の吉井川を語る会 規約（案）等について

（２）吉井川水系河川整備計画【国管理区間】の点検について

（３）吉井川直轄河川改修事業に関する事業再評価について

３．閉 会
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➃佐波川流域の概要
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➃佐波川水系河川整備計画 整備目標・整備期間・実施内容

■人口・資産が集積する下流区間の治水安全度が低下しないように、上下流バランス及び事業量等を勘案し、上流区間の段階的な整備を
実施する。

■無堤箇所、暫定堤箇所での築堤を行うとともに、河道掘削、樹木伐開、固定堰の改築等による洪水時の水位低下対策を実施する。
■堤防の浸透に対する安全性を確保できていない箇所の堤防強化対策を実施する。
■目標を達成する上での事業量等を勘案し、概ね30年間を整備計画期間として設定する。

■整備目標

・長期的な治水目標である河川整備基本方針に定めた目標を達成する
ためには、多大な時間を要するため、一連区間で整備効果が発現す
るよう段階的な整備により、洪水等による災害の発生防止又は軽減
を図る。

・下流区間では戦後最大洪水である昭和26年7月規模の洪水が再び発生
した場合でも浸水被害の防止を図る。上流区間では戦後第2位の洪
水である昭和47年7月規模の洪水が再び発生した場合でも家屋の浸
水被害の防止を図る。

■整備期間
目標を達成する上での事業量等を勘案し、概ね30年間を整備
期間として設定。

■事業箇所
整備期間内に目標を達成するために必要な事業箇所を選定。

■佐波川水系河川整備基本方針 ：平成18年11月策定
■佐波川水系河川整備計画 ：平成26年 5月策定

佐波川水系河川整備計画 事 業 箇 所

整備計画流量配分図
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【整備メニュー】
河道掘削
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堤防の浸透対策
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裏法尻の補強
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④佐波川直轄河川改修事業 対応方針（原案）
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➃佐波川河川整備アドバイザー会議について

佐波川河川整備アドバイザー会議

日時：令和４年１０月２０日（木） 10:00～12:00

場所：国土交通省中国地方整備局

山口河川国道事務所（Ｗｅｂ併用）

○議事次第

１．開会

２．挨拶

３．委員紹介

４．議事

１）佐波川河川整備計画アドバイザー会議規約改正

２）佐波川水系河川整備計画点検

３）佐波川直轄河川改修事業

４）佐波川総合水系環境整備事業

５．閉 会

○主な意見

・佐波川直轄河川改修事業の事業継続は異存なし。

・事業費について、インフレが進んでおり、今後かなり膨張し増えるのではないか。

・一層のコスト縮減を図りながら、計画的に整備を進めていただきたい

開催状況
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➄高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）の概要

合流点

付替え 柳井

原貯

水池

倉敷市真備町

N

付替え後の合流点

現在の合流点

【事業概要】
事業箇所 岡山県倉敷市真備町
事業内容 放水路（L=3.4km）

•全体事業費 約474億円
本工事 掘削土量V=1,760千m3、

築堤L=4,120m 、
河道整形V=670千m3、
護岸工A=218千m2

事業面積 107ha
事業期間 2014(H26)年度

～ 2023(R5)年度

主な工事内容
○南山等の掘削を行い、その土砂で築堤や貯水池内の河道整正を行う。
○現在の耕作地や上下流の締切堤を撤去し、小田川を付替える。
○下流の締切堤上を利用している道路を橋梁に変更する。

■小田川は、洪水時に高梁川の水位が高くなった場合に生じる背水現象（バックウォーター現象）で水位が上昇する特性を持っ
ており、小田川沿川では、過去に何度も浸水被害を受けてきた。

■このため小田川の水位を下げ、洪水による浸水被害を防止・軽減することを目的に、2013(平成25)年度に小田川合流点付替え
事業の新規事業採択を受け、2023(令和5)年度完成を目標に事業を進めている。

鳥取県

広島県

島根県

山口県

岡山県日　本　海

瀬　戸　内　海

N

高梁川流域位置図

倉敷市
真備町

計画平面図

Ａ－Ａ断面

河道整形

掘削

築堤

河道整形

Ａ

Ａ

掘削

築堤

掘削

河道整形

凡例

築堤

南山

柳井
原貯
水池

小田川合流点付替え事業の効果

昭和51年9月洪水

雨水出水（内水）氾濫状況

昭和60年6月洪水

砂の噴出に伴う陥没の発生

上流締切堤
撤去

下流締切堤
撤去

合流点付替え前の水位イメージ

(A‒A’断面) (BｰB’断面)

小田川 高梁川

高梁川の水位に合わせて
小田川の水位が上昇

合流点付替え後の水位イメージ

(A‒A’断面) (BｰB’断面)

小田川 高梁川

A

A’

BB’A

A’

BB’

高
梁
川→

高
梁
川→

高梁川の水位の
影響を受けない

小田川合流点付替え事業小田川合流点付替え事業
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➄真備緊急治水対策の概要

高
梁
川→

合
流
点
付
替
え

4k
00
0

末政川：L=1.37km

高馬川：L=0.78km

真谷川：L=1.21km

合流点付替え

堤防嵩上げ・堤防強化

掘削

浸水範囲

堤防決壊箇所×

× ×

×

××

県による事業実施区間
（激特事業）

県による事業実施区間
（激特事業）

H.W.L

1K400付近

DL =5 .0 0 DL=5 .0 0

河道掘削（1k400付近）

河道掘削

×
××

※

※今後の測量や詳細設計等の結果により対策断面や範囲が変わる可能性がある。

【県管理河川】堤防嵩上げ

国による河川大規模災害関連事業区間 L=7.9km国による河川大規模災害関連事業区間 L=7.9km

国による事業実施区間（激特事業） L=10.6km （掘削土の活用等により堤防強化対策を実施）国による事業実施区間（激特事業） L=10.6km （掘削土の活用等により堤防強化対策を実施）

■平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生したことにより、地元倉敷市から再度災害の防止と早急な治水安全の向上について強い

要望を受けた。

■これを受け国・岡山県では、ハード対策として、小田川の水位を抜本的に引き下げる小田川合流点付替え事業、洪水時の水位

を下げるための河道掘削、小田川及び岡山県管理の末政川・高馬川・真谷川において重点的な堤防整備（嵩上げ・断面拡大）

などの「真備緊急治水対策」を連携して実施している。

すえ まさ たか ま ま だに
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➄事業費の変更：全体事業費の増

 土質改良や施工内容の見直し等が必要になり全体事業が約９４億円の増額となった。
 前回再評価事業費（H30再評価） 約３８０億円 → 今回再評価事業費（R4再評価） 約４７４億円

全体事業費の変更

約９４億円増

H30事業再評価時点 今回再評価時点

約３億円増

約７４億円増

約３億円増

約１４億円増

①土砂改良量の増加等による増額 約 ７４億円
②護岸の施工方法見直しによる増額 約 ３億円
③アンカー工の施工範囲見直しによる増額 約 ３億円
④間接経費等 約 １４億円

合計 約 ９４億円

区分 費目 工種 単位 数量
金額
(百万円)

工事費 式 1 28,429
本工事費 式 1 24,552

河道掘削 千m3 1,755 3,984
築堤・埋土 千m3 2,356 12,267
護岸 千m2 218 4,271
その他 式 1 4,030

付帯工事費 式 1 3,877
橋梁 箇所 1 785
その他 箇所 2 3,092

用地費及び補償費 式 1 2,432
用地費・補償費 式 1 2,432

間接経費等 7,139
事業費　計 38,000

区分 費目 工種 単位 数量
金額
(百万円)

工事費 式 1 36,416
本工事費 式 1 32,539

河道掘削 千m3 1,755 3,984

築堤・埋土 千m3 2,356 19,652

護岸 千m2 218 4,573

その他 式 1 4,330

付帯工事費 式 1 3,877

橋梁 箇所 1 785

その他 箇所 2 3,092

用地費及び補償費 式 1 2,432

用地費・補償費 式 1 2,432

間接経費等 8,552

事業費　計 47,400
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➄事業費の変更：土砂改良量の増加等に伴う増額

 本事業で発生する掘削土砂等については、土質調査等の結果を踏まえ、築堤等に使用する約240万m3のうち170万m3をそのまま流用し、
残り70万m3を混合改良する見込みであった。

 しかし、現地の掘削で土質を確認したところ、170万m3のうち90万m3について追加で混合改良が必要となったため、合計160万m3の混合改
良を行う必要が生じた。

 また、混合改良ヤードへの運搬、仮置きによる積込み回数の増加等が必要となることから費用が増加する。

耕作地掘削

混合改良イメージ

築堤に適した土質（粒度）に改良

ブレンド材料（南山＋耕作地）

南山掘削土砂

耕作地掘削土砂

土砂が粗く築堤に適していない
ため改良が必要

土砂が細かく築堤に適していない
ため改良が必要

土砂が細かく
築堤に適していない

土砂が粗く
築堤に適していない

築堤・護岸範囲

掘削範囲

土砂改良ヤード

掘削土の混合改良イメージ

混合改良のため改良ヤードへ運搬
混合改良後、築堤箇所へ運搬

南山掘削

混合改良のため改良ヤードへ運搬
混合改良後、築堤箇所へ運搬

混合改良のため改良ヤードへ運搬
混合改良後、築堤箇所へ運搬

改良土を用いた築堤の施工状況
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⑤高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え） 対応方針（原案）

１．再評価の視点

①事業の必要性等に関する視点

②事業の進捗の見込みの視点

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

2)事業の投資効果

3)事業の進捗状況

○平成30年7月豪雨により、倉敷市真備町で堤防の決壊や越水により甚大な被害が発生したことを受け、再度災害防止を図るため、
「真備緊急治水対策」を実施することとなった。

○小田川合流点付替え事業は、2014(H26)年度に事業着手、2018(H30)年度より仮設道路の施工等を予定していたが、平成30年7月豪
雨により、2018(H30)年9月に河川激甚災害対策特別緊急事業として事業採択を受け、当初計画の2028(令和10)年度完成から、
2023(令和5)年度完成へと大幅に前倒しすることとなった。

○高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え） 費用便益比 全体事業（B/C）=6.6 残事業（B/C）=12.7

○2010(平成22)年10月14日高梁川水系河川整備計画（国管理区間）策定。 2022(令和4)年3月24日高梁川水系河川整備計画（国管理
区間）変更。

○2014(平成26)年度より事業着手し、関係機関と連携・協力しながら地元調整等を行っている。

○小田川合流点付替えで影響を受ける柳井原地区では、地元住民代表者が「小田川放流対策協議会」を設立し、国との協議を組織的
に行っている状況である。

○平成30年7月豪雨を受け、2018(平成30)年9月に河川激甚災害対策特別緊急事業として事業採択を受けており、2023(令和5)年度の
完成を目標に事業を進めている。

【今後の対応方針（原案）】

○上記より、治水安全度向上の必要性、費用対効果、地元の協力体制等の観点から、事業継続することは妥当と考える。

○今後の詳細な設計や施工段階において、さらなるコスト縮減を図るとともに、環境にも配慮して事業を進め、より一層の事業効果
の発現に努める。

○新技術・新工法を活用するとともに、関係機関等との事業調整、建設発生土の有効利用を図り、コスト縮減に努める。

２．県への意見照会結果

○岡山県知事の意見：対応方針（原案）については、妥当である。

ま び

お だ

た か は し
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➄明日の高梁川を語る会について

第１３回 明日の高梁川を語る会

日時：令和４年１０月３１日（月） １４：００～１６：００
場所：国土交通省中国地方整備局

岡山河川事務所会議室（Ｗｅｂ併用）

○議事次第

１．開会

２．挨拶

３．委員紹介

４．議事

１）会議規約改正

２）高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）

３）高梁川総合水系環境整備事業

５．閉 会

開催状況

○主な意見

・高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）の事業継続は妥当である。

・ボーリング調査で全てを把握することは難しく、堤防に使えない土を建設残土として廃棄すると多額の費用が
必要となることから、改良して有効活用することは理解できる

・今後、同じような工事をする際は大幅な工事費の増加がおきないよう事前の調査と見積もりをしっかりと行う
べき
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⑥太田川流域の概要
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⑥矢口川流域の概要、これまでの内水対策事業の概要

■矢口川流域は市街化が進行しており、さらに、JR芸備線（安芸矢口駅）や県道などの重要交通網が縦断

■平成元年に排水ポンプ（4m3/s）を整備したが、平成17年、平成22年と内水被害※が発生

■早急な内水対策への要望、JR芸備線の運行休止などの重大な社会的影響を鑑み、国・県・市が適切な役割分担の下、総合的な内
水対策を推進するために、平成24年7月に「矢口川総合内水対策計画」を策定

※内水被害とは、河川の増水により、堤内地（堤防で守られている土地）の雨水の自然排水が困難となり、支川や水路等から氾濫し、家屋や耕作地等が浸水する被害のこと
。

流域の概要

過去の洪水 被害状況

平成17年9月

洪水

（台風14号）

床上浸水5戸

床下浸水12戸

浸水面積 約3ha

平成22年7月

洪水

（梅雨前線）

床上浸水18戸

床下浸水12戸

浸水面積 約4ha

※平成17年9月：国土交通省調査結果
※平成22年7月：水害統計より

・矢口川流域では市街化が進行

・JR芸備線の乗降利用者数は約1万人/日であり、運行休止による社会的影響は大きい

・昭和41年に矢口川水門を設置し、平成元年には救急内水対策事業により4m3/sのポン

プを整備

太田川

矢口川

昭和45年 市街化面積21.8ha

宅地化が進行
している範囲

矢口川流域界

過去の浸水被害

広島市消防局提供

高齢者福祉施設からの避難状況家屋の浸水状況

矢口川救急内水排水機場

（4m3/s）

平成22年7月洪水の浸水状況

：浸水範囲

広島市消防局提供・ポンプ設置後も内水被害が頻発

・平成22年7月洪水ではJR芸備線が運転を見合わせるとともに、病院、高齢者福祉施設等が浸水

平成22年7月洪水平成22年7月洪水

• 国・県・市が連携して、それぞれの役割分担のもと、総合的な
内水対策を推進するために、平成２４年７月に矢口川総合内水
対策計画を策定

• これに基づき、国が排水機場の整備等、広島県が矢口川の維持
改修、広島市が土地利用規制等を実施

総合内水対策計画の策定

平成22年7月洪水

排水状況

国

市 県

排水機場の
整備

土地利用規制
等

河川維持改修
等

連携

（家屋の新築・改築に床高制限）

H30年の絵を入れる

矢口川

太田川

平成30年
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⑥矢口川総合内水緊急対策事業の概要

実施箇所 広島県広島市

事業諸元 排水機場の増設
（4m3/s→12m3/s）

事業期間 平成25年度～平成29年度

総事業費 約36億円

絵坂川

矢口川

太田川

救急内水排水機場
増設した排水機場

＜事業実施後の状況＞

＜増設した排水機場 （A－A’断面図）＞

＜既設の排水機場
（B－B’断面図）＞

矢口川

流入水槽

矢口川水門

燃料貯留タンク

除塵機

至
広
島 至

三
次

吐出樋門

排水機場建屋

発電機

吐出水槽

主ポンプ

Ａ’

Ａ

Ｂ’

Ｂ

Ａ Ａ’
除塵機

矢口川

流入水槽

JR芸備線

発電機 操作室
主ポンプ

吐出水槽

吐出樋門

Ｂ Ｂ’

絵坂川 吸水槽

県道271号線
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⑥矢口川総合内水緊急対策事業の効果

■計画規模（1/10）での内水湛水域における内水被害の軽減（床上浸水の解消）を図る。

項 目 想定被害

床上浸水戸数 61戸

床下浸水戸数 31戸

浸 水 面 積 約9ha

被 害 額 22億円

項 目 想定被害

床上浸水戸数 0戸

床下浸水戸数 1戸

浸 水 面 積 約1ha

被 害 額 0.2億円

令和3年評価額 令和3年評価額

事業実施前

注 計画降雨によるシミュレーション結果

絵坂川

矢口川

太田川

事業実施後

注 計画降雨によるシミュレーション結果

絵坂川

矢口川

太田川
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⑥矢口川総合内水緊急対策事業 今後の事後評価の必要性等（原案）

○想定している規模の洪水のシミュレーション結果等により、必要な事業効果を発揮できる見込みである。また、世帯数・人
口・従業員は微増傾向にあり、近年の局地化、集中化、激甚化する雨の降り方を踏まえると当該事業の重要性は高く、今後
の事後評価の必要性はないものと考える。

○また、自然環境への大きな影響もなく、大きな社会情勢の変化もみられないことから、改めて事後評価の必要性はないもの
と考える。

１）今後の事後評価の必要性

○想定している規模の洪水のシミュレーション結果において、事業目的に見合った事業効果の発現が確認できることから、改
善措置の必要性はないと考える。

２）改善措置の必要性

特になし

３）同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性
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⑥太田川河川整備懇談会について

第１６回 太田川河川整備懇談会

○主な意見
・矢口川総合内水緊急対策事業について、審議を行った結果、今後の事後評価の必要性等の判断は、妥当と
する。
・流域治水の観点でも、流域一帯となったあらゆる関係者での対応を引き続き進められたい。

○議事次第

１．開 会

２．挨 拶

３．審 議

１）懇談会規約改正

２）太田川総合水系環境整備事業

３）矢口川総合内水緊急対策事業

４．その他

５．閉 会

開催状況

日時：令和４年１１月１７日（木） １３：００～１５：３０
場所：広島YMCA国際文化センター

地下1階 コンベンションホール
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報告対象事業位置図（環境整備事業）

山口県

広島県

岡山県

鳥取県

島根県

日本海

瀬戸内海

高津川

江の川

佐波川

小瀬川

太田川 芦田川

高梁川

吉井川

旭川

千代川

天神川

日野川

斐伊川
神戸川

宍道湖

中海

広島市

山口市

松江市 鳥取市

岡山市

島地川ダム

弥栄ダム

温井ダム
土師ダム

八田原ダム

灰塚ダム

芦田川河口堰

坂根堰

菅沢ダム

高瀬堰

兵庫県

苫田ダム

殿ダム

岩国港

尾道糸崎港広島港

福山港

宇野港

鳥取港

三田尻中関港

西郷港

小野田港

宇部港

下関港

徳山下松港

呉港

水島港

境港

岡山港

浜田港

三隅港

湯原ダム

旭川ダム

尾原ダム志津見ダム

さ ば

佐波川総合水系環境整備事業

せんだい

千代川総合水系環境整備事業

たかはし

高梁川総合水系環境整備事業

あしだ

芦田川総合水系環境整備事業

おおた

太田川総合水系環境整備事業

おぜ

小瀬川総合水系環境整備事業

ひい

斐伊川総合水系環境整備事業
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報告対象事業一覧表（環境整備事業関係）

事業名
前回評
価

実施根拠（実施理由）
全体事業費
（億円）

B/C 対応方針（案）

⑦ 千代川総合水系環境整備事業
H29

(再評価)

再評価実施後一定期間が経過している
事業
（再評価実施後５年経過）

約5 4.6 継続

⑧ 斐伊川総合水系環境整備事業
R2

(再評価)

社会情勢の急激な変化、技術革新等によ
り再評価の実施の必要が生じた事業
(自然再生の追加、水辺整備１箇所の変
更)

約226 1.7 継続

⑨ 高梁川総合水系環境整備事業
R1

(再評価)

社会情勢の急激な変化、技術革新等によ
り再評価の実施の必要が生じた事業
(事業費の増加、事業期間の延伸)

約5 11.9 継続

⑩ 芦田川総合水系環境整備事業
R2

(再評価)

社会情勢の急激な変化、技術革新等によ
り再評価の実施の必要が生じた事業
(事業費の増加)

約12 4.1 継続

⑪ 太田川総合水系環境整備事業
H29

(再評価)

再評価実施後一定期間が経過している
事業
（再評価実施後５年経過）

約7 12.5 継続

⑫ 小瀬川総合水系環境整備事業
H29

(再評価)

再評価実施後一定期間が経過している
事業
（再評価実施後５年経過）

約14 1.7 継続

⑬ 佐波川総合水系環境整備事業
H29

(再評価)

再評価実施後一定期間が経過している
事業
（再評価実施後５年経過）

約9 5.0 継続
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・千代川は、その源を鳥取県八頭郡智頭町の沖ノ山（標高1,31８ｍ）に発し、その途中、八東川、袋川等の支川を合わせて鳥取
平野を北流し、日本海に注いでいる。

・河川敷には、スポーツ広場などが整備され、多くの人が利用し、住民の憩いの場となっている。

・アユやウグイ等の多様な魚類が生息し、冬季にはコハクチョウなど多くの野鳥が飛来する。

・支川の袋川は、上流の、のどかな田園地帯から鳥取市街地を流れており、水辺の散策など多くの市民に親しまれている。

・河川水は、農業用水として約1,100haにおよぶ耕地のかんがいに利用されている。

【千代川の諸元】
流域面積： 1,190km2

幹川流路延長： 52km
山地面積比率： 約92%
流域内人口： 約20万人

⑦千代川流域の概要
やずぐん ちづちょう おきのせん
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No. 整備箇所 市 整備目的 整備年度 整備内容
事業費
（百万円）

【水環境】 袋川箇所水環境整備 鳥取市 袋川の水質浄化
令和4年度～令和9年度
（令和4年度～令和8年度）

植生浄化、底泥除去 387

【水環境】 袋川箇所水環境整備 鳥取市 袋川の水質浄化 平成22年度～平成23年度 可動堰分水樋門整備 77

①-1

合計 ４６４百万円

①-2

⑦千代川総合水系環境整備事業の概要（整備目的・期間・内容）

※１：①-1、①-2は、複合的に効果を発現することから、一括で評価
※２：（ ）は、前回評価時の整備期間

※２

可動堰分水樋門

袋川

袋川に浄化用水を分流する樋門

底泥除去のイメージ
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１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

・千代川沿川の鳥取市・八頭町の人口・世帯数について、大きな変化はみられない。

○以上より、事業の必要性、費用対効果、地元の協力体制を鑑み、事業継続することは妥当と考える。
○今後の事業の実施にあたっては、引き続き地域住民等との協力体制を確立するとともに、コスト縮減に取り組み、効率的かつ効果的
な事業の執行に努める。

・水環境については、鳥取県及び鳥取市や連携を図りながら実施することとしており、地域住民の要望もあることから、今後事業進捗
する上で支障はない。

③コスト縮減や代替案立案の可能性

・水環境については、植生浄化施設の除草作業や清掃などについて、鳥取県等関係機関、地域住民等と協力体制を確立することで、コ
スト縮減を図る。

１．再評価の視点

２）事業の投資効果

３）事業の進捗状況

・費用便益比 全体事業(B/C)＝4.6 残事業(B/C)＝4.9

・ 袋川箇所水環境整備については、可動堰分水樋門を整備し、袋川への浄化用水導入の管理をより容易にした。

２．県への意見照会結果

・鳥取県知事の意見：異存なし。

【今後の対応方針（原案）】

②事業の進捗の見込みの視点

①事業の必要性等の視点

⑦千代川総合水系環境整備事業 対応方針（原案）
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⑦千代川河川アドバイザー会議について

第９回 千代川河川アドバイザー会議

日時 ： 令和４年１１月７日（月） 15:20～17:00
場所 ： 国土交通省鳥取河川国道事務所 1階会議室

○議事次第

１．開会

２．挨拶

３．議事

１）千代川河川アドバイザー会議規約の改正について

２）千代川総合水系環境整備事業【事業再評価】について

３）その他・情報提供

４．閉会

○主な意見

・千代川総合水系環境整備事業の事業継続は妥当である。

・事業効果については、ホームページや新聞記事等広く公開する等工夫が必要。

・水質の専門用語は住民にわかりにくいと思うので、住民目線でわかりやすく効果を説明することに努めていた
だきたい。

開催状況
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【斐伊川水系の諸元】

流域面積 ：２,５４０ｋｍ２

幹川流路延長 ：１５３ｋｍ

山地面積比率 ：約８９％

流域内人口 ：約５０万人

⑧斐伊川流域（神戸川を含む）の概要

・斐伊川流域（神戸川を含む）は、島根、鳥取両県にまたがり、松江市、出雲市、米子市他の７市2町からなり、流域には、出雲

空港、米子空港や境港、山陽と山陰及び東西を結ぶ陸上主要交通網が存在し、交通の要衝となっている。

・全国的にもまれな連結汽水湖である宍道湖及び中海はラムサール条約の登録湿地であり、西日本有数の水鳥の飛来地となって

いるほか、斐伊川本川、神戸川にも豊かで多様な動植物が息づき良好な景観が形成される等、自然環境が多く存在している。

・河川空間の利用については、河川敷の一部が運動広場、河川公園等として整備され、散策やレクリエーション、自然学習等

様々な目的で利用されており、宍道湖及び中海では、広大な水面を活かしたレガッタ、釣り等の水面利用及び、バードウォッ

チング等の自然観察・散策が盛んである。

しんじこ

ひいかわ

なかうみ

かんどがわ

シジミ漁とコハクチョウの群れ
（宍道湖・斐伊川河口）

松江市

境港市

米子市

安来市

奥出雲町

出雲市

大田市

雲南市

✈出雲空港

✈米子空港

飯南町

◎

◎

◎

◎

◎

◎

自然学習（水生生物調査）

イベント利用状況
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⑧斐伊川総合水系環境整備事業の概要（整備目的・期間・内容）

※この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

評価
区分

分類 河川名 整備箇所 市 整備目的 整備年度 整備内容
事業費
（百万円）

再評価

水環
境

中海
宍道湖

中海・宍道湖
水環境整備

米子市、境港市、
松江市、出雲市、
安来市

中海・宍道湖の
水質浄化

平成16年度～令和11年度予定 （国）浅場整備、覆砂 17,128

自然
再生

斐伊川
神戸川
中海
宍道湖

斐伊川水系
自然再生

米子市、境港市、
松江市、出雲市、
安来市

多様な動植物の
生育・生息・繁殖
環境の創出

令和5年度～令和18年度予定 （国）掘削、ワンド・たまり整備、
浅場整備、覆砂等

3,283
（+3,283）

水辺
整備

中海
米子港箇所
水辺整備

米子市
水辺空間の賑わ
い創出

令和2年度～令和10年度予定
（国）親水護岸

（鳥取県）桟橋

（米子市）遊覧船発着場

862
（+50）

斐伊川
木次箇所
水辺整備

雲南市
水辺空間の賑わ
い創出

令和2年度～令和10年度予定
（国）親水護岸、河川管理用通路、
高水敷整正

（雲南市）案内サイン・ベンチ等の設置

334
（+195）

大橋川
松江市役所前箇所
水辺整備

松江市
水辺空間の賑わ
い創出

令和3年度～令和11年度予定
（国）親水護岸、河川管理用通路

（松江市）公園整備
1,037

３

２

１

４

５

事業の全体延長と事業実施状況

合計 22,643百万円
（+3,527）

※ （ ）は前回評価時

からの増減額

①中海・宍道湖水環境整備

③米子港箇所水辺整備

④木次箇所水辺整備

⑤松江市役所前箇所
水辺整備②斐伊川水系自然再生

②斐伊川水系自然再生

凡 例

赤：実施中

緑：計画中

0     5     10km
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①中海・宍道湖水環境整備

③米子港箇所水辺整備

④木次箇所水辺整備

⑤松江市役所前箇所
水辺整備②斐伊川水系自然再生

②斐伊川水系自然再生

⑧斐伊川総合水系環境整備事業の概要（整備内容）

事業実施状況

②斐伊川水系自然再生
（掘削等によりワンド・たまりを再生）

※イメージ

③米子港箇所水辺整備 ※イメージ

親水護岸（国）

遊覧船
発着場（市）

桟橋（県）

親水護岸、通路整備等

④木次箇所水辺整備 ※イメージ

⑤松江市役所前箇所水辺整備 ※イメージ

凡 例

赤：実施中

緑：計画中

0     5     10km

①中海・宍道湖水環境整備（浅場造成）

※この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。
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１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

・事業箇所周辺の松江市、出雲市、安来市、雲南市、米子市、境港市等の人口・世帯数に大きな変化はみられない。
・自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの推進が重要となっている。また、斐伊川水系における河川を基軸とした大型水鳥類の生息地確
保及びそれらを活用した地域振興を目的に斐伊川水系生態系ネットワーク協議会が設立され、令和2年1月に「斐伊川水系生態系ネットワーク全体構
想」が作成された。環境基盤が劣化している河川において、大型水鳥類をシンボルとした自然再生を図り、今後、地域の魅力や活力の向上にもつな
げていくことが重要となっている。

１．再評価の視点

２）事業の投資効果

３）事業の進捗状況

・費用便益比 全体事業（B／C） 1.7 残事業（B／C） 5.9

・水環境整備は、中海・宍道湖において、浅場造成及び覆砂を実施している。
・自然再生は、今後進捗を図っていく。
・水辺整備は、米子港箇所、木次箇所 、松江市役所前箇所でそれぞれ整備を進めている。

②事業の進捗の見込みの視点

①事業の必要性等の視点

③コスト縮減や代替案立案の可能性

・以上より、事業の必要性、費用対効果、地元の協力体制を鑑み、事業継続することは妥当と考える。
・今後の事業の実施にあたっては、引き続き地域住民等と協力するとともに、コスト縮減に取り組み、効率的かつ効果的な事業
の執行に努める。

２．県への意見照会結果
・鳥取県知事の意見：異存なし
・島根県知事の意見：異存なし

【今後の対応方針（原案）】

《中海・宍道湖水環境整備》浅場整備、覆砂の施工とあわせて、現地の状況や効果についてモニタリングを実施しており、支障は確認されていない。
《斐伊川水系自然再生》斐伊川水系生態系ネットワーク全体構想に基づき、関係機関等と連携を図りつつ整備を進めていく予定であり、事業進捗を図
る上で支障はない。
《米子港箇所水辺整備》親水護岸、桟橋（県）、遊覧船発着場（市）等の整備を順次実施しており、事業進捗を図る上で支障はない。
《木次箇所水辺整備》河川管理用通路、高水敷整正、休憩施設等（市）の整備を順次実施しており、事業進捗を図る上で支障はない。
《松江市役所前箇所水辺整備》親水護岸、河川管理用通路等の整備を順次実施しており、事業進捗を図る上で支障はない。

・中海・宍道湖水環境整備は、斐伊川の維持掘削で発生する土砂等の建設発生土を浅場整備、覆砂材料として利用し、コスト縮減を行った。
・斐伊川水系自然再生にあたっては、斐伊川本川での掘削土砂を中海・宍道湖への浅場整備に利用するなど、コスト縮減に努める予定。
・水辺整備にあたっては、除草作業や清掃など地域住民との協力体制を確立することによりコストの縮減に努める。

⑧斐伊川総合水系環境整備事業 対応方針（原案）
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⑧斐伊川水系河川整備アドバイザー会議について

第６回 斐伊川水系河川整備アドバイザー会議

日時 ： 令和４年１１月１０日（木） 10:00～12:00
場所 ： 松江テルサ 大会議室

○主な意見

・斐伊川総合水系環境整備事業の事業継続は妥当である。
・河川整備が動植物の生育や生息を助け、その光景が観光教育、健康づくりにつながれば素晴らしいと思う。

・生きものとの共存・共生は認知機能にも良い影響を与えることが分かっており、生態系ネットワーク協議会を通じ
て河川整備情報をさまざまな分野の活動に生かすことができると良い。

開催状況

○議事次第

１．開会

２．挨拶

３．規約（案）について

４．斐伊川水系河川整備計画【国管理区間】の進捗状況について

５．斐伊川総合水系環境整備事業再評価について

６．閉 会
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⑨高梁川流域の概要

■高梁川は、岡山県西部に位置し、その源を岡山・鳥取県境の花見山（標高1,188m）に発し、新見市において熊谷川、西川、

小坂部川等の支川を合わせて南流し、高梁市において成羽川を倉敷市において小田川をそれぞれ合わせたのち、倉敷、玉島両

平野を南下して、瀬戸内海の水島灘に注ぐ、幹川流路延長111km、流域面積2,670km2の一級河川である。

【高梁川水系の諸元】

流域面積 ：2,670ｋｍ2

幹川流路延長：111ｋｍ

山地面積比率：約92％

流域内人口：約26万人

出典：流域面積・幹川流路延長・山地面積比率：平成27年河川現況調査
人口：平成27年国勢調査

たかはしがわ はなみやま にいみし くまたにがわ にしがわ

おさかべがわ たかはしし なりわがわ くらしきし おだがわ くらしき たましま

みずしまなだ

花見山（1,188m）

基準地点

船穂
ふなお

（高水）

基準地点 

酒津
さか づ

（低水） 

流域図

流域界

凡 例

基準地点（高水）

基準地点（低水）
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⑨高梁川総合水系環境整備事業の概要（整備目的・期間・内容）

評価区分 河川名 整備箇所 市 整備目的 整備期間 整備内容
事業費

（百万円）

再評価 高梁川 高梁川下流箇所
自然再生 倉敷市 回遊魚等移動の

縦断的連続性の確保
平成21年度～令和6年度

（平成21年度～令和4年度） 魚道整備（改良） 490
（+40）

高梁川下流箇所自然再生

潮止堰の魚道整備等の実施状況

工種
年度

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

魚
道
整
備

４
号

魚
道
改
良
、
簡
易
魚
道
設
置

１
号

魚
道
改
良
、
簡
易
魚
道
設
置

２
号

魚
道
改
良
、
簡
易
魚
道
設
置

３
号

魚
道
改
良
、
簡
易
魚
道
設
置

４
号

簡
易
魚
道
の
改
良

魚
類

遡
上
調
査

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

高
梁
川

高
梁
川
派
川

小田川

新霞橋

霞橋

※１：（ ）は、前回評価時の整備期間
※２：（ ）は、前回評価時からの増減額

※１ ※２

改良後の魚道

凡 例
緑：実施中

改良後の４号魚道

【緩流域の創出】

魚道内の隔壁の高さを3段階に設定し
、流量が変わっても魚道内に緩流域が
形成される構造とした。
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１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

・高梁川流域の人口は倉敷市では概ね横ばい、その他の市町では緩やかな減少傾向がみられ、全体として大きな変化はない。

・潮止堰の魚類遡上環境の改善に対する地元の要望は強く、地元や学識者等からの意見を取り入れ、モニタリング調査による整備効果
の確認を行いながら進めており、特に問題はない。

③コスト縮減や代替案立案の可能性

・地元や学識者等からの意見を取り入れながら事業を実施している。
・事業の進捗状況、費用対効果を鑑み、継続実施が妥当であり、現状での代替案を検討する必要はないと考えている。

１．再評価の視点

２）事業の投資効果

３）事業の進捗状況

・費用便益比 全体事業(B/C)＝11.9 残事業(B/C)＝12.3

・平成21年度から令和２年度までに４基の魚道改良を実施している。

・モニタリング調査を踏まえた整備効果の検証を実施している。

２．県への意見照会結果

【今後の対応方針（原案）】

② 事業の進捗の見込みの視点

①事業の必要性等に関する視点

・岡山県知事の意見：対応方針（原案）について、妥当である。

・以上から、事業の必要性、費用対効果、地元の協力体制を鑑み、事業継続することは妥当と考える。
・今後の事業実施にあたっては、地域との協力体制を確立した事業効果の検証等、効率的かつ効果的な事業の執行に努める。

⑨高梁川総合水系環境整備事業 対応方針（原案）
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⑨明日の高梁川を語る会について

第１３回 明日の高梁川を語る会

日時：令和４年１０月３１日（月） 14:00～16:00
場所：国土交通省中国地方整備局

岡山河川事務所会議室（Ｗｅｂ併用）

○議事次第

１．開会

２．挨拶

３．委員紹介

４．議事

１）会議規約改正

２）高梁川直轄河川改修事業（小田川合流点付替え）

３）高梁川総合水系環境整備事業

５．閉 会

開催状況○主な意見

・高梁川総合水系環境整備事業の事業継続は妥当である。

・魚道を整備するだけでは、魚類の生態系を守ることはできないので、瀬・淵・ワンドなど生息環境の整備を考え

ていく必要がある。

・整備効果の出し方は良く考えて工夫して出されている。遡上率の増加等は現在のやり方である程度の結果は出
せると思う。

・モニタリング期間の延長は２年間が妥当である。
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⑩芦田川流域の概要

凡例

基準地点

主要地点

既設ダム

流域界

県界

市町村界

・芦田川は、広島県三原市大和町蔵宗を源に発し、世羅台地を貫流し府中市を経て高屋川等を合わせ、神辺平野を流下し、さら

に瀬戸川を合わせて瀬戸内海の備後灘に注ぐ一級河川である。

・昭和５６年６月に芦田川河口堰が、平成１０年３月に八田原ダムが完成し、芦田川の河川水は、農業用水、水道用水、工業用

水として広く利用されており、地域の生活、農業、産業の基盤を支えている。

だいわ くらむね せ ら ふちゅう たかや かんなべ

せと びん ご なだ

はったばら

●府中市役所

●福山市役所

▼三原市大和町蔵宗
芦田川

高
屋川

瀬
戸

川

芦
田
川

世羅台地

神辺平野

【芦田川水系の諸元】
流域面積 ： 860km2

幹川流路延長： 86km
山地面積比率： 約89％
流域内人口 ： 約28.4万人

凡 例

■ 基準地点

● 主要地点

既設ダム

流 域 界

県 界

市町村界

（･） （･）
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⑩芦田川総合水系環境整備事業の概要（整備目的・期間・内容）

事業費合計 1,225百万円

評価
区分

河川名 分類 整備箇所 市 整備目的 整備期間 整備内容
事業費

（百万円）

再評価 芦田川

自然
再生

芦田川自然再生
（芦田川河口堰）

福山市
回遊魚等移動の

縦断的連続性の確保 平成11年度～平成12年度 堰の段差解消等 549

芦田川自然再生
（芦田川中上流部）

福山市
府中市

回遊魚等移動の
縦断的連続性の確保 （計画中）

堰の段差解消、
既設魚道の有効活用等

100

水辺
整備

千代田箇所水辺整備 福山市 水辺空間の賑わい創出 平成30年度～令和6年度

(国)護岸、高水敷整正、
河川管理用通路 等

306
（+40）

(福山市)多目的広場整備 270

①－１

①－２

②

①-1 芦田川自然再生
（芦田川河口堰）

基準地点

主要地点

既設ダム

流域界

県界

市町村界

（･） （･）

② 千代田箇所水辺整備
凡 例

緑：計画中

赤：実施中

黒：完了

①-2 芦田川自然再生
（芦田川中上流部）

注1：①-1、①-2は、複合的に効果を発現することから、一括で評価。

注2：（ ）は、前回評価時からの増減額

※２

落差の大きい横断工作物（現状）

芦田川河口堰の魚道（整備完了）

②千代田箇所水辺整備（整備完了）

①－１ 芦田川自然再生
（芦田川河口堰）

①－２ 芦田川自然再生（芦田川中上流部）
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１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

・事業箇所周辺の福山市、府中市、尾道市等の人口・世帯数に大きな変化はみられない。

芦田川では、芦田川中上流部自然再生事業、千代田箇所水辺整備事業を進めている。

《芦田川中上流部自然再生事業》
・回遊魚の遡上環境の改善に対する地元住民からの意見もあり、事業進捗を図る上で支障はない。

《千代田箇所水辺整備事業》
・令和元年度に整備が完成しており、現在利用状況等についてモニタリング調査中である。引き続きモニタリング調査を行い、令和6年度に完了箇
所評価を実施予定である。

１．再評価の視点

２）事業の投資効果

３）事業の進捗状況

・ 費用便益比 全体事業（B／C） ４．１ 残事業（B／C） ４．８

・自然再生では、芦田川河口堰自然再生が完了しており、現在は芦田川中上流部自然再生を計画している。
・水辺整備では、千代田箇所水辺整備を実施しており、整備は令和元年度に完成している。

②事業の進捗の見込みの視点

①事業の必要性等の視点

③コスト縮減や代替案立案の可能性

・河道の掘削土を盛土等へ流用することによりコストの縮減を図る。
・整備後の除草作業、清掃などは、地元住民等と協力体制を確立することによりコストの縮減に努める。

○以上より、事業の必要性、費用対効果、地元の協力体制を鑑み、事業継続することは妥当と考える。
○今後の事業の実施にあたっては、引き続き地域住民等との協力体制を確立するとともに、コスト縮減に取り組み、効率的かつ効果的
な事業の執行に努める。

【今後の対応方針（原案）】

２．県への意見照会結果
・広島県知事の意見：異存なし。

⑩芦田川総合水系環境整備事業 対応方針（原案）
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⑩芦田川水系河川整備アドバイザー会議について

令和４年度 芦田川水系河川整備アドバイザー会議

日時 ： 令和４年１０月１３日（木）～ １１月１日（火）
場所 ： ※持回り説明（WEB併用）

○主な意見

・芦田川総合水系環境整備事業の事業継続は妥当である。

・環境学習の場として、芦田川の特徴的な種を活かした自然観察会を開催することも必要。

・回遊魚以外の魚類についても、生息の場の整備も行うとともに、生物と触れ合えるような環境学習を行うなどして、

しっかりとＰＲすることが重要。

○会議次第

１．議事

１）規約の改正について

２）芦田川総合水系環境整備事業【事業再評価】について

３）その他情報提供

対面会議の状況

WEB会議の状況
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・広島県の西部に位置する太田川は、その源を 冠 山 に発し、広島市街を流下し広島湾に注ぐ、流域面積1,710km2、幹川流路

延長103kmの一級河川である。

・太田川放水路が建設される以前に本川であった旧太田川は、広島市街地の中でさらに京橋川、猿猴川、天満川、元安川を分流

しており、広島市街地は典型的なデルタ地形の上に成り立っている。

かんむりやま

⑪太田川流域の概要

【太田川水系の諸元】
流域面積 ：約1,710ｋｍ2

幹川流路延長：約103ｋｍ
山地面積比率：約91％
流域内人口 ：約102万人

冠 山
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⑪太田川総合水系環境整備事業の概要（整備目的・期間・内容）

評価
区分

分
類

河川名 整備箇所 市 整備目的 整備期間 整備内容
事業費
（百万円）

再評価

水
辺
整
備

元安川 ①
太
田
川

（
市
内
派
川
）
の
水
辺
整
備

千田地区水辺整備 広島市 水辺空間の賑わい創出
平成27年度～令和12年度
（平成27年度～令和5年度） 河川管理用通路整備

463
旧太田川 舟入・基町地区水辺整備 広島市 水辺空間の賑わい創出

平成27年度～令和12年度
（平成27年度～令和5年度） 河川管理用通路整備

元安川 元安川底質改善 広島市
水辺空間の賑わい創出
（異臭・景観の改善）

（計画中） 底質改善 40

旧太田川 旧太田川底質改善 広島市
水辺空間の賑わい創出
（異臭・景観の改善）

平成20年度～平成23年度 底質改善 107

天満川 天満川底質改善 広島市
水辺空間の賑わい創出
（異臭・景観の改善）

平成24年度～平成26年度 底質改善 64

事業費合計 674百万円

①太田川（市内派川）の水辺整備 広島城

県庁

原爆
ドーム

平和記念
公園

空鞘橋

①-2
舟入・基町地区水辺整備

①-3
元安川底質改善

①-4
旧太田川底質改善

①-5
天満川底質改善

①-1
千田地区水辺整備

赤：実施中

黒：完了

緑：計画中

凡 例
【再評価】

①－１

①－３

①－４

①－５

①－２

※１：①-1～5は、複合的に効果を発現することから、一括で評価
※２：（ ）は、前回評価時の整備期間

※２

※２
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１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

・事業箇所周辺の広島市（中区、西区、南区、東区）について、人口、世帯数に大きな変化は見られない。

・以上より、事業の必要性、費用対効果、地元の協力体制を鑑み、事業継続することは妥当と考える。
・今後の事業実施にあたっては、地域との協力体制を確立した事業効果の検証など、効率的かつ効果的な事業の執行に努める。

・≪旧太田川底質改善、天満川底質改善≫
整備は完了している。

・≪千田地区水辺整備、舟入・基町地区水辺整備、元安川底質改善≫
広島市と事業実施に向けて調整を行っているところであり、事業進捗を図る上で支障はない。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性

・水辺整備にあたっては、近隣の別工事で発生する土砂を盛土等へ流用することによりコストの縮減を図る。
・除草作業や清掃などの日常管理について地元と協力体制を確立することで、コストの縮減を図る。

１．再評価の視点

２）事業の投資効果

３）事業の進捗状況

・費用便益比 全体事業（B／C) 12.5 残事業（B／C）14.3

・旧太田川底質改善及び天満川底質改善については、整備を完了している。
・千田地区水辺整備及び舟入・基町地区水辺整備については、整備着手に向け、現在関係機関と調整中である。
・元安川底質改善については、計画中である。

２．県への意見照会結果

・広島県知事の意見：対応方針（原案）について、異存はありません。
引き続きコストの縮減に努めながら、早期完成に向け、確実に整備を進めていただきたい。

【今後の対応方針（原案）】

②事業の進捗の見込み

①事業の必要性等

⑪太田川総合水系環境整備事業 対応方針（原案）
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⑪太田川河川整備懇談会について

第１６回 太田川河川整備懇談会

○主な意見

・太田川総合水系環境整備事業の事業継続は妥当である。

・河川毎の干潟の生態系保全が重要である。もともとの干潟の生態系の評価を実施し、生態系への対外的な理
解の促進に努められたい。

・世界遺産である原爆ドーム周辺の施設整備にあたっては、世界遺産登録への影響が無いように、関係機関と十
分な調整を行ったうえで整備を実施されたい。

○議事次第

１．開 会

２．挨 拶

３．審 議

１）懇談会規約改正

２）太田川総合水系環境整備事業

３）矢口川総合内水緊急対策事業

４．その他

５．閉 会

開催状況

日時：令和４年１１月１７日（木） 13:00～15:30
場所：広島YMCA国際文化センター

地下1階 コンベンションホール
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⑫小瀬川流域の概要

【小瀬川の諸元】

流域面積 ： 340km2

幹川流路延長： 59km

山地面積比率 ： 約96％

流域内人口 ： 約2万4千人

広島県

島根県

山口県
小瀬川水系

上
流
部

下流部

瀬戸内海

大竹市

岩国市

飯山貯水池

宮島

大峯山
（1,050m)

▲

▲
羅漢山
(1,109m)

山口県

広島県

渡ノ瀬ダム（利）

小瀬川ダム

弥栄ダム

廿日市市

和木町

流域界

県境

市町村界

想定氾濫区域

鉄道

高速道・国道

大臣管理区間

飯山
●

鬼ヶ城山
(1,031m)
▲

おにがじょうやま おおみねやま

らかんざん

やさか

わた の せ

はつかいち

いいのやま

186

2

大竹市役所

和木町役場

いわくに

おおたけ

わき

・小瀬川は、広島県と山口県の県境に位置し、その源を中国山地の 飯山 に発し、瀬戸内海に注ぐ、幹線流路延長59km、流域

面積340km2の一級河川である。

・広島県、山口県の県境を流れることから、左右岸で異なる文化が形成されていたが、公共施設や商業施設が共有され、地域

の結びつきが強くなっている。

・河口部の汽水域や干潟では、ハゼ釣りや潮干狩りが行われ、市街地の貴重な水辺空間となっている。

おぜ がわ いいのやま
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弥栄ダム 広島県

山口県

大竹市

岩国市
岩国市和木町

小瀬川

中市堰

栄橋（R２）

2

両国橋 1

11

-1

-2-3

大和橋

評価
区分

分
類
河川名 整備箇所 市町 整備目的 整備期間 整備内容

事業費
（百万円）

再評価

水
辺
整
備

小瀬川

①
大
竹
・和
木
箇
所
水
辺
整
備

大竹箇所（本町地区）水辺整備
広島県
大竹市

水辺空間の賑わい創出
平成19年度～令和6年度
（平成19年度～令和4年度）

河川管理用通路、河川管
理用階段、坂路

1,245
（+20）

和木箇所水辺整備
山口県
和木町

水辺空間の賑わい創出
平成14年度～令和6年度
（平成14年度～令和4年度）

河川管理用通路、河川管
理用階段、坂路

大竹箇所（元町地区）水辺整備
広島県
大竹市

水辺空間の賑わい創出 平成13年度～平成14年度
護岸、河川管理用階段、
坂路

小瀬箇所水辺整備
山口県
岩国市

水辺空間の賑わい創出 （計画中）
河川管理用通路、河川管
理用階段、高水敷整正

137

凡 例

緑：計画中 赤：実施中 黒：完了

①-3 大竹箇所（元町地区）
水辺整備

①-1 大竹箇所（本町地区）
水辺整備

①-2 和木箇所水辺整備

②小瀬箇所水辺整備

おおたけ ほんまち

わき

もとまちおおたけ

⑫小瀬川総合水系環境整備事業の概要（整備目的・期間・内容）

①－１

①－2

①－3

2

事業費合計 1,382百万円

お ぜ

注１：①-1、①-2、①-3は、複合的に効果を
発現することから、一括で評価

※２：（ ）は、前回評価時の整備期間
※３：（ ）は、前回評価時からの増減額

※２

※２

※３

①大竹・和木箇所水辺整備（整備完了）

②小瀬箇所水辺整備（※イメージ）
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○以上より、事業の必要性、費用対効果、地元の協力体制を鑑み、事業継続することは妥当と考える。
○今後の事業実施にあたっては、地域との協力体制を確立した事業効果の検証など、効率的かつ効果的な事業の執行に努める。

・水辺整備にあたっては、近隣の別工事で発生する土砂を盛土へ流用すること等によりコストの縮減を図る。
・清掃などの日常管理について地元と協力体制を確立することで、コストの縮減を図る。

・広島県知事の意見：対応方針（原案）について、異存はありません。
引き続きコスト縮減に努めながら、確実に事業を進めていただきたい。

・山口県知事の意見：対応方針（原案）について、異存なし。
一層のコスト縮減を図るとともに、地域住民等の意見を十分取り入れながら、早期完成に努めていただきたい。

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

③コスト縮減や代替案立案の可能性

２）事業の投資効果

３）事業の進捗状況

２．県への意見照会結果

【今後の対応方針（原案）】

②事業の進捗の見込みの視点

①事業の必要性等の視点

１．再評価の視点

・小瀬川沿川の大竹市・岩国市・和木町について、人口、世帯数に大きな変化はみられない。

・費用便益比 全体事業(B/C)＝1.7 残事業(B/C)＝1０.5

・《大竹・和木箇所水辺整備》
整備は完了しており、利用状況等のモニタリングを実施している。

・《小瀬箇所水辺整備》
水辺整備に対する地域の要望が強く、事業実施に向けて地域の意見を取り入れながら調整を行っているところであり、事業進捗を
図る上で支障はない。

・大竹・和木箇所水辺整備については、整備を完了している。
・小瀬箇所水辺整備については、現在計画中である。

⑫小瀬川総合水系環境整備事業 対応方針（原案）

-59-



⑫小瀬川河川整備アドバイザー会議について

第２回 小瀬川河川整備アドバイザー会議

○主な意見

・小瀬川総合水系環境整備事業の事業継続は妥当である。

・事業実施にあたっては希少種の有無を確認したうえで、必要に応じて対策やモニタリング調査を実施されたい。

・地域住民の意見をふまえ、事業が地域文化の伝承に寄与できるよう努めていただきたい。

○議事次第

１．開会

２．あいさつ

３．審議

（議題-1）アドバイザー会議 規約改正

（議題-2）小瀬川総合水系環境整備事業

４．その他

５．閉会

日時：令和４年１１月１７日（木） 10:00～11:30
場所：広島YMCA国際文化センター

地下1階 コンベンションホール

開催状況
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佐波川流域

⑬佐波川流域の概要

■佐波川は、その源を山口・島根県境の三ツヶ峰（標高970ｍ）に発し、山間峡谷部を流れ、途中で島地川等の支川を合わせな

がら防府市の市街地北部を流れ、周防灘に注ぐ幹線流路延長56ｋｍ、流域面積460ｋｍ2の一級河川である。

■河道内の高水敷やダム湖周辺には、公園、運動場、自転車道が整備され、身近な自然空間として山口市、防府市、周南市民の

憩いの場となっている。

■島地川の上流には洪水調節、河川環境の保全、都市用水の供給を目的とした国管理の多目的ダムである「島地川ダム」がある。

（昭和57年4月に管理開始）

流域面積 ：460ｋｍ2

幹川流路延長 ：56ｋｍ
山地面積比率 ：約90％
流域内人口 ：約3万人

島根県

鳥取県

岡山県

広島県

山口県

日本海

瀬戸内海

N

●
防府市役所

【島地川ダム】 国管理
形式 ：重力式コンクリートダム
堤高 ：89ｍ
堤頂長 ：240ｍ
集水面積：32km２

管理開始：昭和5７年４月

山口市役所
徳地総合支所

●

み つ が み ねさ ば し ま ぢ

ほ う ふ す お う な だ

しゅうなん
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⑬佐波川総合水系環境整備事業の概要（整備目的・期間・内容）

Ｎ

ｏ
整備箇所 市 整備目的 整備期間 整備内容

事業費
（百万円）

水辺整備
新橋箇所
水辺整備

防府市 水辺空間の賑わい創出 平成25年度～令和7年度

（国土交通省）
河道整正、高水敷整正、河川管理用通路
整備、法面整正、親水護岸整備 等

395
（+37）

（防府市）
多目的広場整備、トイレ整備、公園整備、
通路照明改良 等

235

水辺整備
堀箇所
水辺整備

山口市 水辺空間の賑わい創出 （計画中）
親水護岸整備、坂路整備、階段整備、
高水敷整正

96

自然再生 佐波川自然再生
山口市、
防府市

回遊魚等移動の
縦断的連続性の確保 （計画中） 堰の段差解消 等 160

凡 例

緑：計画中

赤：実施中

事業費合計 886百万円

1

2

3

防府市

周南市

山口市

JR山陽本線

③ 佐波川自然再生

① 新橋箇所水辺整備

② 堀箇所水辺整備

瀬戸内海

※注：（ ）書きは、前回評価時からの増減額

※注

佐波川つつじまつり高水敷の利用状況
（オートキャンプ場）

カヌー教室

水の流れが集中し魚道内の流速が速い。また、流
量が増えると魚道の横から水が溢れ落ちる。

①新橋箇所水辺整備（整備完了）

②堀箇所水辺整備（※イメージ）

③佐波川自然再生（現状）
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１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

・佐波川流域の山口市、防府市、周南市の人口・世帯数に大きな変化はみられない。

・新橋箇所水辺整備は、令和４年３月に施設整備が完了している。整備後は利用状況等についてモニタリング調査を実施しているが、コ
ロナ禍をふまえ、引き続き利用実態を把握し、更なる利活用を推進することとしており、事業進捗する上で支障はない。また、堀箇所
水辺整備では、関係機関や住民等の意見を取り入れながら、協力体制を確立し事業を実施していく予定であり、地域の河川利用に資す
る水辺整備の要望は強く、事業進捗を図る上で支障はない。

・自然再生については地域住民等から魚類が回遊する環境整備の要望があり、事業進捗を図る上で支障はない。

③コスト縮減や代替案立案の可能性

• 水辺整備については、河道の掘削土を盛土へ流用する等工事費の縮減を行う。また、維持管理について地域住民との協力体制を構築し、
コスト縮減に努める。

• 自然再生については、河道掘削により発生する土石により、安価で効果的な魚道改善手法の活用や既設魚道の構造を極力利用する等に
より工事費の縮減に努める。

１．再評価の視点

２）事業の投資効果

３）事業の進捗状況

・費用便益比 全体事業（B／C）＝ 5.0 残事業（B／C） ＝ 4.３

・新橋箇所水辺整備については令和４年３月に施設整備が完了している。現在、利用状況等についてモニタリング調査中であり、引き続
きモニタリング調査を実施し令和７年度に完了箇所評価を実施予定である。また、堀箇所水辺整備、佐波川自然再生については、現在
計画中である。

２．県への意見照会結果

【今後の対応方針（原案）】

②事業の進捗の見込みの視点

①事業の必要性等の視点

○以上より、事業の必要性、費用対効果、地元の協力体制を鑑み、事業継続することは妥当と考える。
○今後の事業の実施にあたっては、引き続き地域住民等との協力体制を確立するとともに、コスト縮減に取り組み、効率的かつ効果的な
事業の執行に努める。

・山口県知事の意見：異存なし。一層のコスト縮減を図るとともに、地域住民等の意見を十分取り入れながら、早期完成に努めていただ
きたい。

⑬佐波川総合水系環境整備事業 対応方針（案）
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⑬佐波川河川整備アドバイザー会議について

令和４年度 佐波川河川整備アドバイザー会議

日時：令和４年１０月２０日（木） 10:00～12:25

場所：国土交通省中国地方整備局

山口河川国道事務所（Ｗｅｂ併用）

○議事次第

１．開会

２．挨拶

３．委員紹介

４．議事

１）佐波川河川整備計画アドバイザー会議規約改正

２）佐波川水系河川整備計画点検

３）佐波川直轄河川改修事業

４）佐波川総合水系環境整備事業

５．閉 会

○主な意見

・佐波川総合水系環境整備事業の事業継続は妥当である。

・魚道はアユの遡上能力を計算して造られることが多いが、低水魚等も遡上するため、既存魚道の横に石積みを設
ける等、費用のかからないような方法で改善していただければと思う。

・河道掘削による土砂の再利用ということで、小礫等であれば、アユの産卵場の造成として活用できるため、検討いた
だければと思う。

開催状況
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